
政府が検討している長時間労働の規制策は、時間外労働の上限を原則とし
て「月４５時間」「年間３６０時間」と規定するものの、その一方で企業の繁忙期
に対応できるよう年間７２０時間（月平均６０時間）の例外を設け、「月最大１００
時間」「２か月平均８０時間」の時間外労働を認めるものとされている。

これは、厚生労働省が定めたいわゆる「過労死基準」に該当するものであり、
上限基準として極めて不適切である。これでは、逆に過労死・過労自死を起こ
す働き方を政府自らが容認するに等しく、「働き方改革」とはいえない。

真に実効性のある上限規制を定めるよう、声をあげよう！
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